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 別　添

 「貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について」の一部改正について（新旧対照表）

新 旧

  自 貨 第 １ ０ ４ 号 　　　　                                           自 貨 第 １ ０ ４ 号

　　　　                                           自 環 第 ２ ４ ５ 号 　　　　                                           自 環 第 ２ ４ ５ 号

        　　　　                                  平成 ８  年１１月　１日         　　　　                                  平成 ８  年１１月　１日

                　　　　              　一部改正   平成１４年　１月１７日                 　　　　               　一部改正    平成１４年　１月１７日

         　　　　                     　一部改正   平成１６年１２月２４日          　　　　                     　一部改正    平成１６年１２月２４日

         　　　　                     　一部改正　平成１９年　５月　１日          　　　　                     　一部改正　平成１９年　５月　１日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一部改正  平成２１年　９月２９日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一部改正   平成２１年　９月２９日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一部改正  平成２１年１１月２０日　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一部改正   平成２１年１１月２０日　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一部改正  平成２２年　４月２８日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一部改正   平成２２年　４月２８日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一部改正  平成２５年　９月１７日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一部改正   平成２５年　９月１７日 

                                        一部改正  令和元年１０月３１日                                         一部改正   令和元年１０月３１日 

                                        一部改正  令和２年１１月１８日                                         一部改正   令和２年１１月１８日 

                                        一部改正  令和７年　２月２８日  

  

  各 地 方 運 輸 局 長    殿   各 地 方 運 輸 局 長   殿

  沖縄総合事務局長    殿   沖縄総合事務局長   殿

  

                                              　　自動車交通局長                                               　　自動車交通局長 

  

  

  　　　貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等 　　　貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等

  　　　について 　　　について

  

  貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号。以下「法」という。）第１８条の   貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号。以下「法」という。）第２０条の

規定に基づく運行管理者資格者証の返納等の行政処分等を行う場合は、この基準によ 規定に基づく運行管理者資格者証の返納等の行政処分等を行う場合は、この基準によ

ることとされたい。 ることとされたい。 

  

  

  １　通則 １　通則

（１）（略） （１）（略） 

（２）行政処分は、法第１７条の規定に基づき貨物自動車運送事業の運行管理者資格 （２）行政処分は、法第１９条の規定に基づき貨物自動車運送事業の運行管理者資格

　　者証の交付を受けた者（以下「資格者」という。）の運行管理者資格者証の返納 　　者証の交付を受けた者（以下「資格者」という。）の運行管理者資格者証の返納

　　とする。 　　とする。 

　　　また、資格者の運行管理者資格者証の返納に至らないものは、警告とし、行政 　　　また、資格者の運行管理者資格者証の返納に至らないものは、警告とし、行政

　　処分と合わせたものを「処分等」という。 　　処分と合わせたものを「処分等」という。 

（３）処分等は、２及び３により行うものとする。 （３）処分等は、２及び３により行うものとする。 

　　　なお、２（４）及び３の基準日車等の総和の算定については、運行の安全確保 　　　なお、２（４）及び３の基準日車等の総和の算定については、運行の安全確保
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　　に関する違反（法第１６条第２項及び法第２０条第１項の規定に係る違反をいう。 　　に関する違反（法第１８条第２項及び法第２２条第１項の規定に係る違反をいう。

　　以下同じ。）、同一の資格者の運行の安全確保に関する違反の再違反（本基準に 　　以下同じ。）、同一の資格者の運行の安全確保に関する違反の再違反（本基準に

　　基づく処分等を受けた資格者が、当該処分等を受けた日から３年以内に同一の事 　　基づく処分等を受けた資格者が、当該処分等を受けた日から３年以内に同一の事

　　項について更に運行の安全確保に関する違反を行ったことが確認された場合をい 　　項について更に運行の安全確保に関する違反を行ったことが確認された場合をい

　　う。）及び累違反（本基準に基づく処分等を受けた資格者が当該処分等を受けた 　　う。）及び累違反（本基準に基づく処分等を受けた資格者が当該処分等を受けた

　　日から３年以内に同一の事項について２度以上運行の安全確保に関する違反を行 　　日から３年以内に同一の事項について２度以上運行の安全確保に関する違反を行

　　ったことが確認された場合をいう。）について、それぞれ、行政処分等の基準に 　　ったことが確認された場合をいう。）について、それぞれ、行政処分等の基準に

　　よる初違反、再違反及び累違反に対する基準日車等を適用するものとする。 　　よる初違反、再違反及び累違反に対する基準日車等を適用するものとする。 

  

２  運行管理者資格者証の返納命令処分 ２  運行管理者資格者証の返納命令処分 

（１）（略） （１）（略） 

（２）法第１６条第１項及び貨物自動車運送事業輸送安全規則（平成２年運輸省令第 （２）法第１８条第１項及び貨物自動車運送事業輸送安全規則（平成２年運輸省令第

　　２２号。以下「安全規則」という。）第１８条第１項の規定に基づき選任されて 　　２２号。以下「安全規則」という。）第１８条第１項の規定に基づき選任されて

　　いる者（以下「運行管理者」という。以下同じ。）である資格者が次に該当する 　　いる者（以下「運行管理者」という。以下同じ。）である資格者が次に該当する

　　こととなった場合には、当該資格者の運行管理者資格者証の返納を命ずるものと 　　こととなった場合には、当該資格者の運行管理者資格者証の返納を命ずるものと

　　する。 　　する。 

　　　事業用自動車の運転者（選任運転者に限らず、事業用自動車を運転した者をい 　　　事業用自動車の運転者（選任運転者に限らず、事業用自動車を運転した者をい

　　う。以下同じ。）が酒酔い運転、薬物等使用運転、無免許運転、酒気帯び運転、 　　う。以下同じ。）が酒酔い運転、薬物等使用運転、無免許運転、酒気帯び運転、

　　過労運転、大型自動車等無資格運転、最高速度違反行為又は過積載運行を引き起 　　過労運転、大型自動車等無資格運転、最高速度違反行為又は過積載運行を引き起

　　こした場合であって、資格者が当該違反行為を命じ、又は容認したとして都道府 　　こした場合であって、資格者が当該違反行為を命じ、又は容認したとして都道府

　　県公安委員会から道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２２条の２第２項 　　県公安委員会から道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２２条の２第２項

　　（同法第６６条の２第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく協議、 　　（同法第６６条の２第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく協議

　　同法第７５条第３項（同法第７５条の２第３項において準用する場合を含む。） 　　及び同法第７５条第３項（同法第７５条の２第３項において準用する場合を含　

　　の規定に基づく意見聴取又は同法第１０８条の３４の規定に基づく通知（以下「道 　　む。）の規定に基づく意見聴取並びに同法第１０８条の３４の規定に基づく通知

　　路交通法通知等」という。）があった場合 　　（以下「道路交通法通知等」という。）があった場合 

（３）～（６）（略） （３）～（６）（略） 

（７）運行管理者資格者証の返納命令処分を受けた資格者に対しては、法第１７条第 （７）運行管理者資格者証の返納命令処分を受けた資格者に対しては、法第１９条第

　　２項第１号の規定に基づき、処分の日から５年を経過しなければ運行管理者資格 　　２項第１号の規定に基づき、処分の日から５年を経過しなければ運行管理者資格

　　者証の交付を行わないものとする。運行管理者資格者証の返納命令に違反した場 　　者証の交付を行わないものとする。運行管理者資格者証の返納命令に違反した場

　　合も同様とする。 　　合も同様とする。 

  

３  （略） ３  （略） 

  

附　則（略） 附　則（略） 

附　則（令和７年２月２８日付け国自貨第６７５号、国自安第１７１号） （新設）

　　この通達は、令和７年４月１日から施行する。
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